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② 学校教育等における認知症の人を含む高齢者への理解の推進
○ 高齢者との交流活動など、高齢社会の現状や認知症の人を含む高齢者に対する
理解を深めるような教育を推進
○ 小・中学校での認知症サポーター養成講座の開催等を利用した認知症に関する
正しい理解の普及
○ 大学等において、学生がボランティアとして認知症高齢者等と関わる機会を持つ

ことができるよう、自主的な取組を推進

認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

● 社会全体で認知症の人を支える基盤として、認知症の人の視点に立って認知症への社会の理解を
深めるキャンペーンを実施。【厚生労働省】

● 学校教育等における認知症の人を含む高齢者への理解の推進など認知症への理解を深めるための
普及・啓発の推進を図る。【厚生労働省】【文部科学省】

１ 認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進

1

（１）認知症の人の視点に立って認知症への社会の理解を深めるキャンペーンの実施
（３）学校教育等における認知症の人を含む高齢者への理解の推進

① 認知症の人の視点に立って認知症への社会の理解を深めるキャンペーンの実施
○ 広告等を通じて、認知症への社会の理解を深めるための全国的なキャンペーンを展開
○ 認知症に対する画一的で否定的なイメージを払拭する観点からも、認知症の人が自らの言葉でその
メッセージを語る姿等を積極的に発信

認知症は皆にとって身近な病気であることを社会全体として確認



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

● 地域や職域で認知症サポーターの養成を進めるとともに、活動の任意性は維持しつつ、養成された
認知症サポーターが認知症高齢者等にやさしい地域づくりを加速するために様々な場面で活躍しても
らえるようにする。【厚生労働省】

【実績と目標値】
サポーター人数：２０１４（平成２６）年９月末実績 ５４５万人⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ８００万人

※ さらに、平成２７年度にサポーター養成講座を修了した者が復習も兼ねて学習する手法の

見本を検討するとともに、平成２８年度以降、地域や職域の実情に応じた取組を推進

１ 認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進
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○キャラバンメイト養成研修

実施主体：都道府県、市町村、全国的な職域団体等
目 的：地域、職域における「認知症サポーター養成講座」の講師役

である「キャラバンメイト」を養成
内 容：認知症の基礎知識等のほか、サポーター養成講座の展開方法、

対象別の企画手法、カリキュラム等をグループワークで学ぶ。

○認知症サポーター養成講座
実施主体：都道府県、市町村、職域団体等
対 象 者：
〈住民〉自治会、老人ｸﾗﾌﾞ､民生委員、家族会、防災・防犯組織等
〈職域〉企業、銀行等金融機関、消防、警察、スーパーマーケット

コンビニエンスストア、宅配業、公共交通機関等
〈学校〉小中高等学校、教職員、ＰＴＡ等

（認知症サポーター）

○ 認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職域で認知症の人や家族に対してできる範囲での手助
けをする人

（２）認知症サポーターの養成と活動の支援



● 本人主体の医療・介護等を基本に据えて医療・介護等が有機的に連携し、認知症の容態の変化に
応じて適時・適切に切れ目なく、早期診断・早期対応を軸とし、行動・心理症状（BPSD）や身体合併症
等が見られた場合にも、医療機関・介護施設等での対応が固定化されないように、退院・退所後もそ
のときの容態にもっともふさわしい場所で提供される循環型の仕組みを構築。その際、入院・外来によ
る認知症の専門医療も循環型の仕組みの一環であるとの認識の下、その機能分化を図りながら、医
療・介護の役割分担と連携を進める。また、介護現場の能力を高め、介護で対応できる範囲を拡げる
ためには、精神科や老年科等の専門科による、医療の専門性を活かした介護サービス事業者等への
後方支援と司令塔機能が重要であり、その質の向上と効率化を図っていく。 【厚生労働省】

認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

２ 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
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認知症の人を、各々の価値観や個性、想い、人生の歴史等を持つ主体として尊重

住民主体のサロンや

体操教室など、地域
の実情に応じた取組

医療・介護等の有機的な連携（認知症ケアパス、情報連携シート、地域ケア会議、認知症地域支援推進員）

認知症の人の生活を支える介護の提供
本人の尊厳が尊重

された医療・介護
等を提供

認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供

早期診断・早期対応（早期の気づき、
速やかな鑑別診断、速やかに適切な
医療・介護等が受けられる初期の対
応）

ＢＰＳＤや身体合併症が見られた場合でも、医療
機関、介護施設等での対応が固定化されないよう
に、そのときの容態にもっともふさわしい場所で適
切なサービスが提供される循環型の仕組み

発症予防 発症初期 急性増悪時 中期 人生の最終段階



● 身近なかかりつけ医が認知症に対する対応力を高め、必要に応じて適切な医療機関に繋ぐことが重
要。かかりつけ医の認知症対応力を向上させるための研修や、かかりつけ医の認知症診断等に関する
相談役等の役割を担う認知症サポート医の養成を進める。さらに、関係学会における認知症に関する
専門医、認定医等について、数値目標を定めて具体的に養成を拡充するよう、関係各学会等と協力し
て取り組む。【厚生労働省】

【事業名】 かかりつけ医等の対応力向上研修、認知症サポート医の養成研修事業
【実績と目標値】

かかりつけ医：２０１３（平成２５）年度末実績 ３８，０５３人 ⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ６０，０００人

認知症サポート医：２０１３（平成２５）年度末実績 ３，２５７人 ⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ５，０００人

・早期段階での発見・気づき

・専門医療機関への受診誘導

・一般患者として日常的な身体疾患対
応
・家族の介護負担、不安への理解

かかりつけ医

・かかりつけ医研修の企画立案・講師

・かかりつけ医の認知症診断等に関す
る相談役・アドバイザー

・地域医師会や地域包括支援センター
との連携づくりへの協力

・認知症医療に係る正しい知識の普及
を推進

認知症サポート医
相談

助言

（3）早期診断・早期対応のための体制整備＜かかりつけ医・認知症サポート医等＞
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（3）早期診断・早期対応のための体制整備

● 歯科医師等による口腔機能の管理や薬剤師による服薬指導等を通じてこれらの専門家が高齢者等と接
する中で、認知症の疑いがある人に早期に気付き、かかりつけ医等と連携して対応するとともに、その後も
認知症の人の状況に応じた口腔機能の管理や服薬指導等を適切に行うことを推進する。このため、歯科
医師や薬剤師の認知症対応力を向上させるための研修の在り方について検討した上で、関係団体の協力
も得ながら研修を実施する。 【厚生労働省】

＜認知症施策における『薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点』の活用＞

【事業名】 薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業
【実績】 平成２６年度に４７都道府県においてモデル事業を開始

【目標値】（新設）

（２７年度）
歯科医師や薬剤師の認知症対

応力向上を図るための研修の在り
方について検討

（２８年度以降）
関係団体の協力を得て研修実施

歯科医師及び薬剤師につ
いては、認知症の早期発
見における役割だけでな
く、かかりつけ医と連携し
て、口腔機能の管理や服
薬指導等を適切に行う必
要
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（3）早期診断・早期対応のための体制整備＜認知症疾患医療センター等の整備＞

● 認知症の疑いがある人については、速やかに鑑別診断が行われることが必要。認知症疾患医療セン
ターについては、都道府県ごとに地域の中で担うべき機能を明らかにした上で、認知症疾患医療セン
ター以外の鑑別診断を行うことができる医療機関と併せて、計画的に整備を図っていく。【厚生労働省】

【事業名】 認知症疾患医療センター運営事業
【実績と目標値】 ２０１４（平成２６）年度見込み 約３００か所 ⇒ ２０１７（平成２９）年度末 約５００か所

※ 基幹型、地域型及び診療所型の３類型の機能やその連携の在り方を見直し、地域の実情に応じて柔軟

に対応できるようにする。

基幹型 地域型 診療所型

設置医療機関 病院（総合病院） 病院（単科精神科病院等） 診療所

設置数（平成26年12月15日現在） 13か所 269か所 7か所

基本的活動圏域 都道府県圏域 二次医療圏域

専
門
的
医
療

機
能

鑑別診断等 認知症の鑑別診断及び専門医療相談

人員配置 ・専門医（１名以上）
・専任の臨床心理技術者（1名）
・専任のPSW又は保健師等
（２名以上）

・専門医（１名以上）
・専任の臨床心理技術者（1名）
・専任のPSW又は保健師等
（２名以上）

・専門医（１名以上）
・臨床心理技術者（１名：兼務可）
・専任のPSW又は保健師等
（１名以上：兼務可）

検査体制
（※他の医療機関との連
携確保対応で可）

・CT
・MRI
・SPECT（※）

・CT
・MRI（※）
・SPECT（※）

・CT（※）
・MRI（※）
・SPECT（※）

BPSD・身体合併症対応 空床を確保 急性期入院治療を行える医療機関との連携体制を確保

医療相談室の設置 必須 －
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（3）早期診断・早期対応のための体制整備＜認知症初期集中支援チームの設置＞

● 早期に認知症の鑑別診断が行われ、速やかに適切な医療・介護等が受けられる初期の対応体制が
構築されるよう、認知症初期集中支援チームの設置を推進。

このほか、早期診断の際に地域の当事者組織の連絡先を紹介するなど、地域の実情に応じ、認知
症の人やその家族の視点に立った取組を推進。【厚生労働省】

【事業名】 認知症初期集中支援推進事業
【実績と目標値】 ２０１４（平成２６）年度見込み ４１市町村 ⇒ ２０１８（平成３０）年度～ すべての市町村で実施
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（４）行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等への適切な対応＜ＢＰＳＤへの対応＞
● 認知症の人に行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等が見られた場合にも、医療機関・介護施設等で

適切な治療やリハビリテーションが実施されるとともに、当該医療機関・介護施設等での対応を固定化され
ないように、退院・退所後もそのときの容態にもっともふさわしい場所で適切なサービスが提供される循環
型の仕組みを構築。その際、認知症の専門医療の機能分化を図りながら、医療・介護の役割分担と連携
を進める。【厚生労働省】

【事業名】 一般病院勤務の医療従事者に対する認知症対応力向上研修事業
【実績と目標値】

２０１３（平成２５）年度末実績 ３，８４３人 ⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ８７，０００人

①行動・心理症状（ＢＰＳＤ）
○ 行動・心理症状（ＢＰＳＤ）は身体的要因や環境要因が関与することもある。

○ 早期診断とその後の本人主体の医療・介護等を通じて行動・心理症状（ＢＰＳ
Ｄ）を予防。行動・心理症状（ＢＰＳＤ）が見られた場合も的確なアセスメントを
行った上で非薬物的介入を対応の第一選択とするのが原則。

○専門的医療サービスを必要に応じて集中的に提供する場と長期的・継続的な
生活支援サービスを提供する場の適切な役割分担が望まれる。

○ 入院が必要な状態を一律に明確化することは困難であるが、①妄想（被害妄
想など）や幻覚（幻視、幻聴など）が目立つ、②些細なことで怒りだし、暴力など
の興奮行動に繋がる、③落ち込みや不安・苛立ちが目立つこと等により、本人
等の生活が阻害され、専門医による医療が必要とされる場合が考えられる。

○ 「かかりつけ医のためのＢＰＳＤに
対応する向精神薬使用ガイドライン」
等の普及

○ 地域における退院支援・地域連携
クリティカルパスの作成を進め、精神
科病院等からの円滑な退院や在宅
復帰を支援

②身体合併症
○ 認知症の人の身体合併症等への対応を行う急性期病院等では、認知症の人
の個別性に合わせたゆとりある対応が後回しにされ、身体合併症への対応は
行われても、認知症の症状が急速に悪化してしまうような事例も見られる。

○ 入院、外来、訪問等を通じて認知症の人と関わる看護職員は、医療における
認知症への対応力を高める鍵。

○ 一般病院勤務の医療従事者に対す
る認知症対応力向上研修を推進

○ 介護老人保健施設等の先進的な
取組を収集し、全国に紹介すること
で、認知症リハビリテーションを推進

【目標】（新設）

（２７年度）
看護職員の認知症対応力向上を図
るための研修の在り方について検討

（２８年度以降）
関係団体の協力を得て研修実施



● 認知症の人は、様々な形で介護サービスと関わりながら生活をしていくこととなる。介護保険事業計画及
び介護保険事業支援計画に沿って、介護サービス基盤の整備を進めていく。【厚生労働省】
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（５）認知症の人の生活を支える介護の提供＜介護サービス基盤の整備＞

○訪問・通所系サービス
・小規模多機能型居宅介護
・定期巡回・随時対応型サービス 等

○訪問・通所系サービス
・小規模多機能型居宅介護
・定期巡回・随時対応型サービス 等

○居住系サービス
・認知症グループホーム
・特定施設入居者生活介護 等

○居住系サービス
・認知症グループホーム
・特定施設入居者生活介護 等

○介護保険施設○介護保険施設

・ 認知症グループホームは、認知症の人のみを対象としたサービス

・ 地域における認知症ケアの拠点として、その機能を地域に展開し、共用
型認知症対応型通所介護や認知症カフェ等の事業を積極的に行っていく
ことが期待される。また、介護サービスの質の評価や利用者の安全確保
を強化する取組みを進める。

介護サービス基盤の整備（イメージ図）

・各市町村における
サービス見込み量
を定めたもの

介護保険事業
（支援）計画



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

２ 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護サービス等の提供

10

● 本人主体の介護を行うことで、できる限り認知症の進行を緩徐化させ、行動・心理症状（ＢＰＳＤ）を予防
できるような、良質な介護を担うことができる人材を質・量ともに確保していく。【厚生労働省】

【事業名】 認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修
【実績と目標値】 指導者養成研修：２０１３（平成２５）年度末実績 １，８１４人⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ２，２００人

実践リーダー研修：２０１３（平成２５）年度末実績 ２．９万人 ⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ４万人
実践者研修：２０１３（平成２５）年度末実績 １７．９万人⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ２４万人

（５）認知症の人の生活を支える介護の提供＜良質な介護を担う人材の確保＞

【目標】（新設）

（２７年度） モデル事業

（２８年度以降）研修実施

新任の介護職員等が認知
症介護に最低限必要な知
識・技能をｅラーニングの活
用により修得できる研修とし
て、新たに認知症介護基礎
研修（仮称）を導入



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

２ 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護サービス等の提供

11

（７）医療・介護等の有機的な連携の推進

● 認知症の人に対するサービスを効率的・効果的に提供するため、地域包括支援センターと認知症疾患医
療センターの連携を進めるなど、それぞれのサービスを有機的に連携させる地域の司令塔機能を構築すると
ともに、関係者間の支援目標・情報の共有化や、認知症に関わる地域資源の共有・発掘や連携を推進する
ための以下の取組みを実施。 【厚生労働省】

・発症予防～人生の最終段階まで、認知症の人、家族、
医療・介護関係者間で共有され、サービスを切れ目なく
提供できるよう、一人ひとりの｢認知症ケアパス｣の活用を

推進。
・認知症に関わる医療・介護連携のマネジメントを行う上で

必要な｢情報連携ツール｣の例を提示。
・｢地域ケア会議｣において、認知症に関わる地域資源の共

有・発掘や連携を推進。

・医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連
携の支援等を行う｢認知症地域支援推進員｣の配置。

・地域包括支援センターと認知症疾患医療センターの連携
強化や地域包括支援センターの機能を併せ持つ認知症
疾患医療センターなど先進的な事例の全国への紹介。

【事業名】 認知症地域支援・ケア向上推進事業 ほか
【実績と目標値】 ２０１４（平成２６）年度見込み ２１７市町村 ⇒ ２０１８（平成３０）年度～ すべての市町村で配置



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

●若年性認知症の人が発症初期の段階から適切な支援を受けられるよう、医療機関や市町村窓口等を
通じて、若年性認知症と診断された人やその家族に、若年性認知症支援のハンドブックを配布。

●都道府県ごとに若年性認知症の人やその家族からの相談の窓口を設置し、関係者のネットワークの調
整役を担う者を配置するほか、以下の取組を実施。

・若年性認知症の人との意見交換会の開催等を通じた若年性認知症の人のニーズ把握

・若年性認知症の人やその家族が交流できる居場所づくり
・事業主に対する若年性認知症の人の就労について理解を図るための周知
・若年性認知症の人がハローワークによる支援等が利用可能であることの周知 等 【厚生労働省】

【事業名】 若年性認知症施策総合推進事業
【実績と目標値】２０１３（平成２５）年度末実績 ２１都道府県 ⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ４７都道府県

３ 若年性認知症施策の強化

12

※ネットワーク調整役の配置（例）

「東京都若年性認知症総合支援
センター」パンフレットより抜粋

※｢若年性認知症ハンドブック｣

（認知症介護研究・研修大府センター）



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

● 認知症の人の介護者の負担を軽減するため、認知症初期集中支援チーム等による早期診断・早期
対応を行うほか、認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解
し合う認知症カフェ等の設置を推進。

● また、家族向けの認知症介護教室等の取組について、好事例を収集して全国に紹介し、その普及を
進める。【厚生労働省】

【事業名】 認知症地域支援・ケア向上推進事業
【目標値】 ２０１３（平成２５）年度 国の財政支援を開始⇒ ２０１８（平成３０）年度～ すべての市町村

に配置される認知症地域支援推進員等の企画により地域の実情に応じ実施

４ 認知症の人の介護者への支援

13

＜認知症の人の介護者の負担軽減＞＜介護者たる家族等への支援＞

認知症カフェの様子

夜のカフェの様子

○ １～２回／月程度の頻度で開催（２時間程度／回）
○ 通所介護施設や公民館の空き時間を活用
○ 活動内容は、特別なプログラムは用意されていなく、
利用者が主体的に活動。
○効果
・認知症の人 → 自ら活動し、楽しめる場所
・家族 → わかり合える人と出会う場所
・専門職 → 人としてふれあえる場所（認知症の

人の体調の把握が可能）
・地域住民 → つながりの再構築の場所（住民同士
としての交流の場や、認知症に対する理解を深める場）



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

４ 認知症の人の介護者への支援 ＜介護者の負担軽減や仕事と介護の両立＞

６ 認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発
及びその成果の普及の推進

14

● 介護現場のニーズに適した実用性の高い介護ロボットの開発が促進されるよう、開発の早い段階から
現場のニーズの伝達や試作機器について介護現場での実証等を行い、介護ロボットの実用化を促す環境
を整備する。【厚生労働省】

介護ロボットの活用や
開発等に関する相談

窓口を開設
○電話による相談

○ホームページによる相談

相談窓口の設置

実証に協力できる施設・事業所
等をリストアップし、開発の状態

に応じて開発側へつなぐ。
○ホームページにて募集

○協力施設・事業所等に対する研修

実証の場の整備

開発の早い段階から試作機器等
について、協力できる施設・事業

所等を中心にモニター調査を行う。
○介護職員等との意見交換

○専門職によるアドバイス支援
○介護現場におけるモニター調査

モニター調査の実施

国民の誰もが介護ロボットに
ついて必要な知識が得られる

よう普及・啓発を推進していく。
○パンフレットの作成

○介護ロボットの展示・体験
○介護ロボットの活用に関する研修 等

普及・啓発

○介護現場におけるニーズ調査の実施

○介護現場と開発現場との意見交換の場の開催 等

その他



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

● 高齢者の自立支援、介護実施者の負担軽減に資するロボット介護機器の開発・導入を促進するため、
経済産業省及び厚生労働省が連携し策定した重点分野に対応したロボット介護機器開発を支援する。
また、介護現場への導入に必要な基準作成等の環境整備を行う。 【経済産業省】

15

Ⅰ．重点分野のロボット介護機器の開発補助

ロボット技術の介護利用における重点分野（平成24年11月 経産省・厚労省公表、平成26年2月改訂）

移乗介助（装着、非装着）

排泄支援 入浴支援

移動支援（屋外、屋内）

Ⅱ．介護現場への導入に必要な環境整備

安全・性能・倫理の基準を作成し、効果の高いロボット介護機器を評価・選抜し、介護現場での
実証試験実施や導入を促進する。

４ 認知症の人の介護者への支援 ＜介護者の負担軽減や仕事と介護の両立＞

６ 認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発
及びその成果の普及の推進

認知症の方の見守り（施設、在宅）



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

●団塊世代が高齢者となってきている中で、働き盛り世代の家族介護者が今後急増していくものと考えら
れ、介護者の仕事と介護の両立支援が必要である。こうした観点から、企業及び労働者双方の抱える
課題を踏まえた「介護離職を予防するための職場環境モデル」の普及のための研修の実施やパンフ
レットの作成・配布、両立に向けた理解を深めるためのシンポジウムの開催、多様でかつ柔軟な働き方
を労働者が選択できるような取組を推進する企業に対する表彰制度などを総合的に実施することによ
り、介護離職を防止するための取組に向けた社会的機運の醸成を図っていく。【厚生労働省】

【事業名】 仕事と介護の両立支援事業

４ 認知症の人の介護者への支援

＜介護者の負担軽減や仕事と介護の両立＞
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仕事と介護が両立できる
職場環境の整備を促進

－職場環境モデル（25年度ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ）－

＜企業に対する職場環境モデルの普及＞
（研修の実施）

（「仕事と介護を両立できる職場環境」の整備促進のためのシンボルマーク）

＜仕事と介護の両立に向けた情報提供＞
（シンポジウムの開催・シンボルマークの周知）

トモニン
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＜地域おこし協力隊や集落支援員などの人材の活用＞ 【総務省】
● 都市から地方へ移住して地域協力活動を行う「地域おこし協力隊」や、集落点検の実施や話し合いなどの集落点検を行う

「集落支援員」などが、住民の生活支援（見守りサービス、通院・買物のサポート）等を実施。

＜暮らしを支える地域運営組織に関する調査研究事業＞ 【総務省】

● 地域で暮らす人々が中心となって形成され、小さな自治機能を果たしている地域運営組織が抱える資金確保の方法や人材
育成の仕組み、多様な活動にふさわしい組織形態のあり方などの課題について調査・研究を行う。

【事業名】 地域おこし協力隊や集落支援員などの人材の活用、暮らしを支える地域運営組織に関する調査研究事業

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（１）生活の支援＜家事支援、配食支援、外出支援、買物弱者への支援＞

17

【概要】
・H25年度は１名の地域おこし協力隊員を受け入れ
・隊員OBも「地域活性化応援隊」として
引き続き集落で活動

【活動内容】
・集落の農林業の保全と低下した集落機能の活性化。
・家屋周辺の排雪補助や住民の生活支援、周辺の環境保全。
・観光マップや観光案内板の作成等。

地域おこし協力隊の活動例（秋田県上小阿仁村）

【概要】
・高齢化率50％以上の集落を対象に８名の
集落支援員を設置(H25年度）。

【活動内容】
・集落巡回、広報だよりの作成、集落点検カルテの作成。
・雪かきを手伝ってくれる有志をリスト化し、集落内で
助け合う仕組みづくり。

・地域資源発掘イベントの企画、運営。

集落支援員の活動例（新潟県上越市）

財政的制約等による公的
サービス供給能力の低下
財政的制約等による公的
サービス供給能力の低下

高齢化による
生活機能の低下
高齢化による
生活機能の低下

人口減少による集落の
生活支援機能の低下
人口減少による集落の
生活支援機能の低下

地域運営組織
の健全かつ持続
的な活動を確
保するための方
策を検討

地域運営組織
の健全かつ持続
的な活動を確
保するための方
策を検討地域住民が中心となって送迎、雪かき、見守り、買い物支援などの「暮らしを

支える活動」に有償で取り組んでいる組織。全国には1,600を超える組織があり、
8割を超える市町村が必要性を感じている。

地域住民が中心となって送迎、雪かき、見守り、買い物支援などの「暮らしを

支える活動」に有償で取り組んでいる組織。全国には1,600を超える組織があり、
8割を超える市町村が必要性を感じている。

・組織の約８割は法人格を持
たない任意団体

・活動資金の多くを市町村補

助金に頼る現状
・福祉的な取り組みが大半で

収益事業的な展開は少ない

様々な課題に直面

地域運営組織
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●多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度
的な位置づけの強化を図る。具体的には、生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア等
の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援コー
ディネーター（地域支え合い推進員）」の配置などについて、介護保険法の地域支援事業に位置づける。
【厚生労働省】

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（１）生活の支援 ＜家事支援、配食支援、外出支援、買物弱者への支援＞
＜地域における交流の場（サロン等）の設置＞

（４）安全確保 ＜地域での見守り体制の整備＞

18

地域住民の参加

高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービス

生活支援の担い手
としての社会参加

○現役時代の能力を活かした活動
○興味関心がある活動
○新たにチャレンジする活動
・一般就労、起業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域活動
・介護、福祉以外の
ボランティア活動 等

○ニーズに合った多様なサービス種別

○住民主体、NPO、民間企業等多様な
主体によるサービス提供
・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
・外出支援
・買い物、調理、掃除などの家事支援
・介護者支援 等

バックアップ

バックアップ
都道府県等による後方支援体制の充実

市町村を核とした支援体制の充実・強化



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

●食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じている地域の環境を改善するため、食品流通業者と市町村
等の地元関係者が連携して、地域の実態に応じた解決策の企画・検討に要する費用を支援する。
【農林水産省】

【事業名】 食料品アクセス環境改善対策事業

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（１）生活の支援
＜買物弱者への支援＞

19

取組内容

食品流通業者、市町村、
自治会、商工会、福祉
団体等と連携して地域
検討会を開催

農水省

補助

事業実施主体

○食料品へのアクセスが困難な地域を複数選定し、食品流通業者、地域の関係者等
による企画検討会を設置

○地域状況や地域の方々の要望をアンケート調査等により把握

○食品流通業者と地域の関係者が連携した持続的な取組の事業計画を策定 等

食料品アクセス問題に知見を持った
民間団体等が各地域検討会をコー
ディネート

企画検討会

企画検討会

企画検討会



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

● 過疎地域や中心市街地の周辺地域などにおいては、人口減少や少子・高齢化等を背景とした小売店
舗の閉鎖などにより、買物に困難を抱える方々に対する買物機会の提供が課題となっている。
また、こうした地域における買物機会の提供は、事業採算性などの点において問題を抱えている。

このため、事業の効率化に向けた工夫や生活に必要不可欠なサービスの組合せ等により採算性を確保
し、買物機会を持続的に提供できるようなモデル事業に取り組む事業者を支援する。 【経済産業省】

【事業名】 買物環境整備促進事業

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（１）生活の支援
＜買物弱者への支援＞

20

買物弱者施策

①身近な場所での商業機能の提供
②店舗等への拠点へのアクセス機能の提供
③外出が困難な方への商品等の提供 等

→モデル事業で得られた成果を他の地域に横展開し、
買物に困難を抱える方々に対する買物環境を整備。



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

●「地域包括ケアシステム」を補完し、地域での高齢者のＱＯＬを確保する観点から、
①検診・健康維持・増進等の健康予防サービス（早期予防市場）
②運動・栄養指導、配食、見守り支援といった慢性期生活支援サービス（重症化予防市場）
等の公的保険外サービスの創出・活用を図る。 【経済産業省】

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（１）生活の支援
＜家事支援、配食支援、外出支援、買物弱者への支援＞

21



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（１）生活の支援
＜高齢者が利用しやすい商品の開発支援＞

22

高齢者が利用しやすい商品（例：認知症の人の服薬を支援するための商品、操作しやすいリモコン等）
の開発を支援する。【厚生労働省】

【事業名】 認知症政策研究事業

①リモコン

【目的】
・暮らしに必要なリモコン操作を行うことを支援

【高齢者等が困難を感じること】
・複数のリモコンの操作方法を覚えること
・複数のリモコンの中から必要とするリモコンを判別すること
・形が似ているボタンを判別すること
・ボタンの機能を覚えておくこと

万能リモコン
複数のリモコンの機能を1台のリモコンに集約機能を分かりや
すいシンボルで表示

簡易テレビリモコン（異種ボタン型）

形が異なるボタンに別々のチャンネルを割り当て形から
チャンネルを直感的に推測できる

アラーム薬入れ
薬を飲む時間を警報で知らせる
一回分に飲む薬が入っている場所のみ開閉する
薬を取り出すために蓋を開けると警報がとまる

【高齢者等が困難を感じること】
・特定の時間に薬を飲むことを覚えておくこと
・飲む薬の種類と量を覚えておくこと
・薬を飲んだことを覚えておくこと

【目的】
・薬を飲んで体調を管理することを支援

②服薬支援

（開発した商品例）（開発した商品例）



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

● 超高齢社会に伴い、介護食品について潜在的なニーズへの対応が喫緊の課題となっている中で、介
護食品についての様々な情報が不足している状況。このため、平成26年11月に公表した「新しい介護
食品」の愛称（スマイルケア食）や「選び方」、地域の農産物等を活用した介護食品の商品開発等を通
じて、介護食品の存在を広く普及させるための取組を行い、高齢者がスマイルケア食を手軽に活用でき
るよう環境整備を行う。【農林水産省】

【事業名等】 ①介護食品のあり方に関する検討会議
②医福食農連携推進環境整備事業のうち、介護食品普及支援（平成２６年度予算）

【実績】（平成２６年度） ・新しい介護食品の考え方、愛称、選び方の公表
・介護食品に関するシンポジウムの開催（11月11日）
・地域の関係者が連携した配食サービス等の食支援の取組 ４件

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（１）生活の支援
＜高齢者が利用しやすい商品の開発支援＞
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平成２６年4月

「新しい介護食
品」の考え方の
公表

平成２６年１１月

「新しい介護食
品」の愛称決定

平成２６年１１月

「新しい介護食
品」の選び方（早
見表）決定

定義WT 認知度向
上WT

提供方法
WT

社会シス
テムWT

介護食品のあり方に関する検討会議Ｈ25年10月～

介護食品の認知度向上

地域の農産物等を活用した
介護食品の商品開発・普及

選び方
（店頭等での情報提
供ツールに活用）
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● 高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを安心して続けるためには住まいの確保は基本であ
り、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなど、多様な高齢者向け住まいの確保を支援。
【厚生労働省】

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（２）生活しやすい環境（ハード面）の整備
＜高齢者が生活しやすい住まいの確保＞

24



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

● 高齢者、障害者、子育て世帯等の多様な世帯が交流し、安心して健康に暮らすことができる「ス
マートウェルネス住宅」を実現するため、サービス付き高齢者向け住宅の整備、住宅団地等における併
設施設（高齢者生活支援施設等）の整備等を促進する。 【国土交通省】

【事業名】スマートウェルネス住宅等推進事業
【実績】サービス付き高齢者向け住宅登録戸数 163,160戸（平成26年11月末時点）

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（２）生活しやすい環境（ハード面）の整備
＜高齢者が生活しやすい住まいの確保＞
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公的賃貸住宅団地建替え、既存ストッ
ク活用等により医療・看護・介護や子
育て支援・多世代交流の拠点整備

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け
住宅等の整備

介護・医療・生活支援・予防
サービスの地域への展開

在宅介護・看護・
医療サービスの提供



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

● 平成18年12月に施行された 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフ
リー法）に基づき、高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関す
る施策を総合的に推進。 【国土交通省】

【実績】旅客施設（1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上）の段差解消率 83.3% （平成25年度）
バリアフリー法に基づく基本構想の作成件数 444件（282市町村） (平成26年9月末時点）

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（２）生活しやすい環境（ハード面）の整備
＜バリアフリー化の推進＞
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【高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（概要）】

旅客施設及び車両
等

都市公園 建築物

道路

路外駐車場

基本方針において各施設の整備目標を設定／
移動等円滑化基準の適合義務／公共交通事
業者等の職員に対する教育訓練の努力義務

公共交通施設や建築物等のバリア
フリー化の推進

建築物内部までの連
続的な経路を確保

公園
駐車場

官公庁

福祉施設

福祉施設

駐車場

福祉施設
病
院

官公
庁

福祉施設

駐車場

自由通路

生活関連施設（旅客施設、建築
物、路外駐車場、公園）

生活関連経路（生活関連施
設間の経路）

旅客施設を含まないエリアどり

商業施設

駅、駅前のビル等、複数

の管理者が関係する経路
について協定制度

商業施設
鉄道駅

重点整備地区における移動等の円滑化のイメージ

バス車両

路外駐車場、都市公園及び

これらに至る経路について
の移動等の円滑化を推進

旅客施設から徒歩圏外
のエリアどり

官公
庁

★住民等の計

画段階からの参
加の促進を図る
ための措置

市町村が作成する基本構想に基づき、重点整備地区において重点的かつ一体的
なバリアフリー化事業を実施

地域における重点的・一体的な
バリアフリー化の推進
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● 認知症の人を含め、自動車を運転することができない高齢者や自動車の運転を避けたいと考えてい
る高齢者に、自ら運転しなくても、移動できる手段を確保出来るよう、公共交通の充実を図る。 【国土
交通省・警察庁】

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（２）生活しやすい環境（ハード面）の整備
＜公共交通の充実＞
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認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

● 超高齢社会の到来に伴い、高齢者自身が地域社会の
担い手となっていくことが求められており、地域の様々な課題
解決のために、多くの高齢者がより一層元気に、豊かな知識・
技術・経験を十分に生かしながら、自主的かつ継続的に活躍
できる環境を整備することが必要となっている。

また、平成26年6月24日に閣議決定された「日本再興戦略
改訂2014」及び「経済財政運営と改革の基本方針2014」に
おいても、生涯現役社会の実現に向けた高齢者の活躍促進
や環境整備の推進が盛り込まれているところである。

そこで、主に高齢社会対策に関する多様な分野の自治体
担当者や、高齢者の学習・社会参加に関わる団体関係者等を
対象としたフォーラムを開催することで、子供たちの学びや
子育てへの支援等、高齢者が学びを通じた地域活動へ参画
しやすい仕組みづくりを促進し、多世代との共助による地域
活性化を図る。【文部科学省】

【事業名】 高齢者による地域活性化促進事業

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（３）就労・社会参加支援
＜社会参加支援＞

28

地方自治体担当者や高齢者の学習・社会参加に関わる団体
関係者に加え、大学、企業等の参画によるフォーラムを開催し、
放課後子供教室等の地域による子育て支援に関する情報共有、
アクティブ・シニアのネットワークづくり、図書館など社会教育施設
における起業支援等、先導的な取組事例を紹介するとともに、
パネルディスカッションやグループ討議等を実施。

フォーラムの開催

○高齢者を対象とした生涯学習の一層の普及
↓

○高齢者の活躍の場の広がり
・ボランティア・ガイドの実施
・子供たちの学びや子育てへの支援 等

学びを通じた高齢者の主体的な地域活動への
参画の促進により、多世代との共助による

地域の活性化を目指す。

学びを通じた地域活動への主体的な参画

高齢者による地域活性化促進事業
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● 企業退職高齢者等が、地域社会の中で役割を持っていきいきと生活できるよう、有償ボランティア活
動等による一定の収入を得ながら、自らの生きがいや健康づくりにもつながる活動を行い、同時に介護
予防や生活支援のサービス基盤となるモデル的な活動の立ち上げを支援。【厚生労働省】

【事業名】 高齢者生きがい活動促進事業
【実績】１０カ所（平成２５年度実績）

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（３）就労・社会参加支援
＜社会参加支援＞
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認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

≪就労支援≫
● シルバー人材センターにおいて退職後の高齢者に地域での就業機会（臨時的・短期的又は軽易な就

業）を提供する。 【厚生労働省】

４ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（３）就労・社会参加支援
＜社会参加支援＞
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企業・官公庁
一般家庭

シルバー
人材センター 地域の高齢者

就業機会
の提供

仕事の
依頼

就業開拓 会員登録

【事業名】 シルバー人材センター事業補助金
【実績】会員数 73万人（平成25年度末時点）

就業延べ人員 6,887万人（平成25年度）
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● 農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を福祉等に活用する集落連合体による地域の手づくり活動等を
支援。

● 都市農業の新たな取組である福祉農園について先進事例の創出と横展開を推進。

● 高齢者や女性等の交流、地域の伝統文化の継承、地域の農産物や特産品の生産活動等に寄与す
るための拠点施設の整備を支援。

【農林水産省】

【事業名】 都市農村共生・対流総合対策交付金、「農」のある暮らしづくり交付金（Ｈ26限り）、
都市農業機能発揮対策事業（Ｈ27新規）、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

【実績】 ６２件の内数（平成２６年度）

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（３）就労・社会参加支援
＜社会参加支援＞
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高齢者生きがい農園の整備高齢者等による地域活動 拠点施設の整備



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（３）就労・社会参加支援
＜若年性認知症の人の就労・社会参加支援＞
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● 就労継続支援Ａ型事業
通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、就労

の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上
のために必要な訓練等の支援を行う。【厚生労働省】

● 就労継続支援Ｂ型事業
通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労

の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上
のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。【厚生労働省】

就労継続支援Ａ型事業 就労継続支援Ｂ型事業

対象者

① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に
結びつかなかった者
② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企
業等の雇用に結びつかなかった者
③ 企業等を離職した者など就労経験のある者で、現
に雇用関係の状態にない者

① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企
業に雇用されることが困難となった者
② 就労移行支援事業を利用（暫定支給決定における利用
を含む）した結果、本事業の利用が適当と判断された者
③ ①、②に該当しない者で、５０歳に達している者または
障害基礎年金１級受給者
④ ①、②、③に該当しない者で、協議会等からの意見を徴
すること等により、一般就労への移行等が困難と市町村
が判断した者（平成２７年４月末までの経過措置）

事業所数 ２，２３８事業所（平成２６年６月） ８，７８７事業所（平成２６年６月）

利用者数 ４０，３７２人（平成２６年６月） １８８，５９２人（平成２６年６月）
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●独居高齢者の安全確認や行方不明者の早期発見・保護を含め、地域での見守り体制を整備。

また、行方不明となってしまった認知症高齢者等については、厚生労働省ホームページ上の特設
サイトの活用等を促進。 【厚生労働省】

【事業名】 徘徊ＳＯＳネットワークの構築ほか

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（４）安全確保
＜地域での見守り体制の整備＞
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＜身元不明の認知症高齢者等に関する特設サイト＞＜高齢者の見守り・SOSネットワーク（イメージ）＞
高齢者の見守り・SOSネットワークは、高齢者が
行方不明になった時に、地域の生活関連団体等
が捜索に協力して、すみやかに行方不明者を発
見保護するしくみです。

捜索に協力する地域の団体とは、タクシー会社
や郵便局、ガソリンスタンド、コンビニ、銀行、宅
配業者、コミュニティFM放送局、町内会、老人ク
ラブ、介護サービス事業者など、日頃地域で活
動している企業や住民団体などです。

実際の捜索では、家族から捜索依頼があると、
本人の特徴を手短にまとめた情報を、FAXやメー
ルを使って送付し、協力団体に捜索協力を要請
します。連絡を受けた協力者は、地域の中で仕
事や活動をしながら、行方不明者を気にかけた
り、まわりを探したりします。

行方不明者を見つけた場合、協力者はやさしく
声をかけて確認し、自治体や警察等に連絡をし
ます。そして、行方不明者を家族のもとに戻しま
す。
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● 高齢者の交通事故死者数は、全交通事故死者数の約半数を占め、その割合は年々増加傾向にあるほか、
年齢層別免許保有者10万人当たりの交通死亡事故件数（平成25年中）では75歳以上の高齢運転者は、
75歳未満の者と比べ、約2.5倍となっていること等を踏まえ、認知症の者や認知機能が低下している者による
交通事故を未然に防止するための制度の充実、関係機関・団体と連携した高齢者宅への訪問指導や高齢
者に対する交通安全教育の実施、道路交通環境の整備の推進、公共交通の充実など、認知症の人を含む
高齢者の交通安全を確保する。【警察庁・国土交通省】

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり
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高齢者の交通安全の確保施策

平成２５年中の交通事故死者数は、４，３７３人、高齢者死者数は２，３０３人となり、平成１３年以来１２年ぶりに増加し、高齢者が
全体に占める割合は５２．７％と過去最高。高齢者の死者の状態別では歩行中が４８．５％と約半数を占める。
年齢層別免許保有者10万人当たりの交通死亡事故件数（平成25年中）は75歳未満の者が4.4件であるのに対し、75歳以上の
高齢運転者では10.8件である。

情

勢

関 係 機 関 ・ 団 体 と 連 携 し た
交通安全教育・高齢者宅訪問指導等

○ 参加・体験・実践型の交通安全教育の

実施
○ 高齢者宅への家庭訪問、指導活動
○ 反射材の普及促進活動

○ 関係機関・団体等地域全体での交通
安全対策 等

（４）安全確保
＜交通安全の確保＞

道 路 交 通 環 境 の 整 備
（ 交通安全施設等の整備）

○ バリアフリー対応型信号機の設置

○ 道路標識・標示の高輝度化

○ 標示板の大型化

○ 幅の広い歩道等の整備 等

制 度 の 充 実

（認知症の者・認知機能が低下した
者 に よ る 交 通 事 故 の 防 止 ）

○ 高齢者講習の充実

○ 認知機能の現状に応じたタイムリーな講習
や適性検査等の実施 等
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● 政府広報を通じた注意喚起・普及啓発
警察庁、金融庁及び消費者庁は、内閣府と連携して平成24年度から政府広報（PRイベント、テレビＣＭ、

ラジオ、新聞広告、ポスター等）を活用し、高齢者の消費者被害未然防止に向けた普及啓発と相談窓口
の周知を行っている。

平成26年度は、「家族みんなで防ごう！高齢者詐欺！」をテーマとし、高齢者の御家族を訴求対象に
加え、注意喚起を行った。 【消費者庁・警察庁・金融庁】

【実績】平成26年度 ＰＲｲﾍﾞﾝﾄ、テレビＣＭ、ラジオ、
ポスター約45,000枚、デジタルサイネージ 等

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（４）安全確保
＜詐欺などの消費者被害の防止＞
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政府広報ポスター

俳優の松平健さん、

子役タレントの鈴木福君・夢ちゃんを
イメージキャラクターとして起用

PRイベントの実施

振り込め詐欺等の未然防止啓発PRイベント
「未然奉行出陣式」

（平成26年9月 東京都豊島区巣鴨）

平成26年度政府広報ﾎﾟｽﾀｰ
「家族みんなで防ごう！高齢者詐欺！」
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● 認知症の人を含む高齢者等の消費者トラブルを防止し、消費者の安全・安心を確保するため、都道
府県に対し地方消費者行政活性化交付金を交付し、消費生活相談体制の整備、消費生活協力員等
の育成、地域の見守りネットワークの推進等、地方消費者行政の充実・強化に向けた地方公共団体の
取組を支援する。【消費者庁】

【事業名】 地方消費者行政活性化事業
【実績】 約356億円を措置（平成20年度２次補正～平成26年度当初予算）

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（４）安全確保
＜詐欺などの消費者被害の防止＞
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事業メニュー

① 消費生活相談機能整備・強化事業

③ 消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業

⑦ 消費者安全法46条2項に基づく法定受託事務

・消費生活センターや窓口の整備（新設、増設、拡充）
（複数市町村による連携事業を含む） 等

・管内の消費生活相談を担う人材の養成

② 消費生活相談員養成事業

・相談員への研修開催、研修参加支援

④ 消費生活相談体制整備事業

・消費生活相談員等の配置のための人件費・処遇改善

⑤ 市町村の基礎的な取組に対する支援事業

・市町村の相談体制整備や水準向上への支援

⑥ 地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業

・消費者教育推進法を踏まえた消費者の安全・安心を確保するための事業
・地域の多様な主体等との連携・協働による事業
・事業者指導や法執行等の強化を図るための事業 等

地方消費者行政活性化事業

国

都
道
府
県

市
区
町
村

申請 申請

交付 配分
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● 特殊詐欺の手口や被害に遭わないための注意点等の情報を積極的に国民に提供するほか、被害
に遭いやすい高齢者等に対して、戸別訪問等により、直接的・個別的な広報啓発活動を推進する。ま
た、関係機関・団体等と連携し、被害防止キャンペーンの実施等、官民一体となった予防活動を推進
する。【警察庁・金融庁】

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（４）安全確保
＜詐欺などの消費者被害の防止＞
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関係機関・団体等と連携して高齢者等に対
する注意喚起を行うなどした結果、特殊詐欺
の阻止率(※)は、年々上昇。その多くは金融
機関職員によるものであるが、コンビニエン
スストア店員や宅配事業者など様々な方に
よって被害防止がなされている。

引き続き、関係機関・団体等と連携した注
意喚起などにより被害防止を図る。

※阻止率

阻止件数を被害の認知件数（既遂）と阻止件数
の和で除した割合

特殊詐欺の阻止件数・阻止率の推移

被害者を取り巻く様々な方面からの被害防止

(％)
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● 日本司法支援センター（法テラス）において，自ら法的援助を求めることが難しい高齢者・障がい者等につ
いて，福祉機関等との連携を強化し，同機関から情報を得るなどして，被援助者にアウトリーチし，法的問

題点については弁護士等，福祉的問題点については福祉担当者がそれぞれ担当して，全体として被援助
者が社会内で自立して生活するための包括的な援助（司法ソーシャルワーク）を提供する。【法務省】

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（４）安全確保
＜権利擁護＞
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● 成年後見制度の普及啓発
成年後見制度の概要及び手続方法等について，制度の概要を分かりやすく説明したパンフレットを作

成してこれを各地の法務局や社会福祉協議会等の関係機関に配布するとともに，法務省のホーム
ページに掲載するなどして，同制度の普及啓発を図っている。

成年後見等（成年後見，保佐，補助）の総申立件数は，平成２２年には３０，０７９件であったのに対
し，平成２５年には約１５％増の３４，５４８件に達している。このような実績を踏まえると，上記の施策は
成年後見制度の普及啓発について一定の成果を上げているものと思料する。【法務省】

成年後見等（成年後見，保佐，補助）についての統計
総申立件数 認容件数

平成２２年 ３０，０７９件 ２７，８０７件
平成２３年 ３１，４０２件 ２９，１４３件
平成２４年 ３４，６８９件 ３１，４５６件
平成２５年 ３４，５４８件 ３２，２７８件
（出典：最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」）

【事業名】 広報用パンフレット作成・配布
【実績】 広報用パンフレットを約４０万部作成し，関係機関へ配布（平成２６年度）

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（４）安全確保
＜権利擁護＞
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● 市民後見については、市民後見人養成のための研修の実施、市民後見人の活動を安定的に実施す
るための組織体制の構築、市民後見人の適正な活動のための支援等を通じて、市民後見人の活動を
推進するための体制整備を行う。また、人生の最終段階における本人の意思決定支援の在り方につい
ても検討を行う。【厚生労働省】

【事業名】 市民後見人の養成

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（４）安全確保
＜権利擁護＞
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● 高齢者虐待は、依然として深刻な状況であり、高齢者の尊厳保持にとって、虐待防止を図ることは極めて
重要であることから、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成17年法律
第124号）に基づき、虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置や虐待を行った養護者に対する支
援等を行う。また、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期するよう、関係機関等が緊密に連携・
協力して、迅速かつ適切に対応する。 【厚生労働省】

【件数】 養介護施設従事者等による虐待 相談・通報件数 ７３６件 虐待判断件数 １５５件
養護者による虐待 相談・通報件数 ２３，８４３件 虐待判断件数 １５，２０２件

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（４）安全確保
＜虐待防止＞
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［市町村の責務］相談等、居室確保、養護者の支援

［都道府県の責務］市町村の施策への援助等

虐待防止施策

養護者による高齢者虐待

［スキーム］

虐

待
発
見

通報 ①事実確認（立入調査等）
②措置（一時保護、面会制

限）

市町村

養介護施設従事者等による高齢者虐待

虐

待
発
見

通報
①事実確認
②老人福祉法、介護保険
法の規定による権限の適
切な行使

市町村

①監督権限の適切な行
使

②措置等の公表

都道府県

〔スキーム〕

［設置者等の責務］当該施設等における高齢者に対する虐待防止等

のための措置を実施

● 警察は各種警察活動に際し、高齢者虐待事案を認知した場合は、高齢者虐待防止法に基づき、速やか
に市町村等へ通報するほか、同法の規定に基づき、立入調査等に係る市町村長からの援助要請に適切に
対応することとしている。【警察庁】
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● 全国の法務局・地方法務局では，常設の人権相談所を設置するなどして，高齢者等をめぐる様々な
人権問題について，相談に応じており，人権侵害の疑いのある事案も認知した場合は，人権侵犯事件
として調査を行い，事案に応じた適切な措置を講じている。

また，高齢者等に対する虐待などの事案が依然として数多く発生していることから，平成２１年度か
ら，全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を実施し，取組の強化を図っている（平
成２６年度は９月８日から１４日まで実施した。）。【法務省】

【件数】
高齢者を被害者とする人権相談数（平成25年） ：3694件
高齢者を被害者とする人権侵犯事件数（平成25年）： 812件

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（４）安全確保
＜虐待防止＞
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６ 認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、
介護モデル等の研究開発及びその成果の普及の推進

43

● 認知症の病態解明や行動・心理症状（ＢＰＳＤ）等を起こすメカニズムの解明を通じて、予防法、診断
法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発及びその成果の普及を推進。【厚生
労働省】

※ 認知症に係る研究開発の推進に当たっては、「健康・医療戦略」（平成26年７月22日閣議決定）及び「医療分野研
究開発推進計画」（平成26年７月22日健康・医療戦略推進本部決定）に基づき取り組む。

【事業名】 認知症研究開発事業
【目標値】 ２０１５（平成２７）年度まで 分子イメージングによる超早期認知症診断方法を確立

２０２０（平成３２）年頃まで 日本発の認知症の根本治療薬候補の治験開始



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～
６ 認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、

介護モデル等の研究開発及びその成果の普及の推進
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●高齢化、多様化、複雑化が進む現代社会が直面する様々な課題の克服に向けて、脳科学に対する社会からの期待が
高まっている。このような状況の中、科学技術・学術審議会脳科学委員会における議論を踏まえ、『社会に貢献する脳
科学』の実現を目指し、脳科学研究を戦略的に推進する。
また、欧米が相次いで脳科学研究の大型プロジェクトを立ち上げる中、我が国として「脳機能ネットワークの全容解明」と
いう目標を掲げ、霊長類の高次脳機能を担う神経回路の全容をニューロンレベルで解明し、精神・神経疾患の克服や情

報処理技術の高度化等につなげるための基盤を構築する。 【文部科学省】

※ 「脳科学研究戦略推進プログラム」
心身の健康を維持する脳の分子基盤と環境因子等の研究
（課題Ｆ：実施期間 平成23～27年度）として、
精神・神経疾患（発達障害、うつ病、認知症等）の発症メカ
ニズムを明らかにし、早期診断、治療、予防法等の開発につ
なげるための研究開発を推進。

※ 「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明
プロジェクト（革新脳）」
マップ作成に必要な研究開発として、精神・神経疾患等（精
神疾患、神経変性疾患、脳血管障害等）の領域
において、ヒトの精神活動にとって重要な回路の同定等
を行うことにより、霊長類とヒトの脳の対応付けを行う。

※ 認知症に係る研究開発の推進に当たっては、「健康・医療戦
略」（平成26年７月22日閣議決定）及び「医療分野研究開
発推進計画」（平成26年７月22日健康・医療戦略推進本部
決定）に基づき取り組む。

【事業名】
脳科学研究戦略推進プログラム・脳機能ネットワークの
全容解明プロジェクト

【実績】
平成20年度（革新脳は平成26年度）より開始

脳科学研究戦略推進プログラム・脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

● 認知症の人の視点に立って認知症への社会の理解を深めるキャンペーンのほか、初期段階の認知
症の人のニーズ把握や生きがい支援、認知症施策の企画・立案や評価への認知症の人やその家族の
参画など、認知症の人やその家族の視点を重視した取組を進めていく。【厚生労働省】

7 認知症の人やその家族の視点の重視
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① 認知症の人の視点に立って認知症への社会の理解を深めるキャンペーンの実施
○ 広告等を通じて、認知症への社会の理解を深めるための全国的なキャンペーンを展開
○ 認知症に対する画一的で否定的なイメージを払拭する観点からも、認知症の人が自らの言葉でその
メッセージを語る姿等を積極的に発信

② 初期段階の認知症の人のニーズ把握や生きがい支援
○ 認知症の人が住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるために必要と感じていることについ
て実態調査を行う

○ 初期段階の認知症の人を単に支えられる側と考えるだけでなく、認知症の人の生きがいづくりを支援
する取組を推進

③ 認知症施策の企画・立案や評価への認知症の人やその家族の参画
○ 認知症の人やその家族の視点を認知症施策の企画・立案や評価に反映させるための好事例の収集
や方法論の研究を進め、これを発信することで全国的な取組を推進。


